
を深めることができる。

この項目は、特に基本動作の解説が必要

な「Ⅱ建築物」、「Ⅳ道路」のみに記述し

ている。
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本書Ⅱ～Ⅵの構成を示す。本書は、石川県バリアフリー社会の推進に関する条例施行規則に規定し

た整備基準等の解説であるが、より積極的な整備を期待して様々な配慮事項や事例を提示している。

また、整備基準の多くは全国基準である「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（バ

リアフリー法）等を準用しているので、詳細な設計基準は全国版の解説書等もあわせて参考にするこ

とが望ましい。

基本的考え方

施設の当該箇所における役割や特性、そ

れらを踏まえた設計上必要な観点や留意事

項を記載している。

整備基準
県条例施行規則に規定した最低限守るべ

き整備基準であるが、次項「設計上の配慮

事項」を参考に、より積極的な整備を行っ

ていただきたい。

整備基準の解説

動作特性

Ⅱ建築物、Ⅳ道路のみ

当該箇所における利用者の動作を連続写

真で示している。具体的な動作をイメージ

できるため「整備基準」、「整備基準の解

説」、「設計上の配慮事項」に対する理解

整備基準を図及び補足文章で解説した

もので、番号及び記号は、前項「整備基準

に対応している。

「バリアフリー施設整備の手引き｣の見方、使い方
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設計上の配慮事項（動作
特性別）

Ⅱ建築物のみ

Ⅱ.建築物では、利用者別に配慮事項を記

載しており､「設計上の配慮事項」の図内番

号（①～）と対応。主な利用者は以下のとお

りであるが、高齢者は下記利用者に通じる点

が多いため、特記していない。

●肢体不自由（立位移乗、座位移乗、介助

移乗）

・杖歩行

肢体不自由 ・歩行器等

(下肢･体幹 ・車椅子

上肢障害) ・電動車椅子

・介助用車椅子

●感覚障害、内部障害

・見えにくい
（弱視/全盲）

・見えない（全盲）

・聞こえにくい

・聞こえない

視覚障害

聴覚障害

内部障害

設計上の配慮事項（設計
箇所別）
整備基準に加え、より積極的な整備を行

うために、設計上配慮すべき事項（誘導基

準）を図及び写真、表により示している。

※この項は、誘導基準としての意味合いを

持つため、前項「整備基準」とは寸法や整

備箇所等が異なる場合があるので注意す

る。なお、バリアフリー法における利用円

滑化誘導基準に準拠している。

●建築物出入口の幅員の例 整備基準：

80cm→設計上の配慮事項：90cm

●建築物階段の点状ブロックの例

整備基準：階段の上端に敷設

→設計上の配慮事項：階段の下端にも敷

設
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コラム Ⅳ道路のみ

整備事例

管理､人的対応の留意事項

知的、発達、精神に障害
のある人への留意事項

身体障害者向けのハード整備の中にも、

知的、発達、精神に障害のある人に有効な

ものがあるという着眼の設計上の留意点を

記載している。

県内を中心に､積極的にバリアフリーに取

り組んだ整備例を紹介｡所在地等を紹介して

おり､必要に応じて実物を確認していただき

たい。

施設を安全かつ快適に利用するため、施

設（ハード面）を設計する際に見落としが

ちなソフト面での対応を記載している。

基準には至らないが留意すべき事項につい

て記載している｡整備基準の背景となる考え

方や､石川県独自の留意事項等について記載

している。
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